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第９回スポーツ救急員公認インストラクター養成講習会の開催について 

 

 

 

今般、別紙要項により標記の講習会を開催いたします。 

つきましては受講参加者には格別のご配慮をいただきたく、お願い申し上げます。
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第９回スポーツ救急員公認インストラクター養成講習会開催要項 

 

１．趣  旨  CPR&AED の取り扱いや外傷、熱中症の対応等の知識を有し、体育・スポーツ施設

利用者の不測の事故等の発生時に迅速かつ的確に対応できるスポーツ救急員公認イ

ンストラクターを養成することを目的としています。 

２．主  催  公益財団法人日本スポーツ施設協会 

３．協  力  公益財団法人日本スポーツ施設協会特別会員部会水泳プール部会 

４．日  時  令和８年４月２４日（金） 

５．会  場  国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟１階１０２室 

        〒１５１－００５２ 東京都渋谷区代々木神園町３－１ 

        【アクセス】小田急線 参宮橋駅下車徒歩７分、東京メトロ千代田線代々木公園駅下

車（代々木公園方面４番出口）徒歩１０分、京王バス新宿駅西口バス

ターミナル（１６番）より運行系統「宿５１ 渋谷駅行き」または渋谷

駅西口バスターミナル（１番）より運行系統「宿５１ 新宿駅行き」で

「代々木５丁目」停留所下車徒歩１分 

６．受講資格  下記の３つの条件を確実に満たすこと。 

        ⑴ 令和８年４月２４日（金）時点で満２０歳以上の方。 

        ⑵ 体育・スポーツ施設の管理運営に従事している方。または、これらの業務に従事

することを目的としている方。 

        ⑶ 下記資格を１つ以上保有している方。 

・公益財団法人日本スポーツ施設協会認定プロバイダー 

・公益財団法人日本スポーツ施設協会認定インストラクター 

・日本赤十字社救急法救急員 

・日本赤十字社水上安全法救助員 

・消防庁普通救命講習修了証保有者 

・消防庁上級救命講習修了証保有者 

７．定  員  ３０名 

８．講習内容  別表⑴のとおり 

９．時  程  別表⑵のとおり 

10．受 講 料  ２０，０００円（税込） 

11．申込期間  令和８年３月２３日（月）１３時００分～令和８年４月３日（金）正午まで 

        ※先着順となります。 

※定員に達した場合は、申込期間前に締め切らせていただくことがあります。 

12．申込方法   

 ⑴ 必要な書類及び手続 

  ① 本協会ホームページ「講習会開催情報」（https://www9.jp-sfa.jp/instructor/） 

もしくは右記 QR コードを読み取り、申込フォームからお申し込みください。 

申込期間外は受付いたしません。 
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  ② 受講のみの申込みは認めません。技術検査【実技試験】・筆記検査【筆記試験】を必ず受験し

てください。 

③ 受講・受験の可否については申込期間終了後［令和８年４月３日（金）正午以降］、それぞれ

申込者にメールで通知いたします。 

※web 申込の際にご登録いただくメールアドレスは本協会からのメールが受信可能な個人用

メールアドレス(共通利用アドレス等不可)を必ず申込者毎にご用意ください。また、迷惑

メールの受信拒否設定をされている方は、「mail@jp-sfa.or.jp」及び「entry@jp-sfa.jp」か

らのメールが受信できるよう、設定をお願いいたします。 

  ④ web申し込みの際にご登録いただく「現住所」は、必ずお住まいの住所をご入力ください。

「現住所」入力欄に勤務先住所をご入力された場合は、本協会よりご連絡することがありま

す。 

⑤ 受講料の納入方法は③により受講・受験が内定した方へ別途ご案内いたします。 

⑥ 受講番号は入金順となります。 

⑦ 受講・受験内定後（③のメール受信後）に受講・受験を棄権する場合は必ず本協会へご連絡く

ださい。 

⑧ ⑤により手続きが完了し受講・受験が確定した方には、講習会開催日の１０日前を目途に、関

係書類を現住所（web 申込時にご登録いただいた住所）へ送付いたします。 

⑨ 費用納入後の返金は原則いたしません。 

⑵ 問い合わせ先 

公益財団法人日本スポーツ施設協会 育成課 

〒１７０－０００２ 東京都豊島区巣鴨２－７－１４ 巣鴨スポーツセンター別館３階 

TEL：０３－５９７２－１９８３ FAX：０３－５９７２－４１０６ 

E-mail：mail@jp-sfa.or.jp 

13．その他 

 ⑴ 講習中の受講者の補償措置として「傷害保険」に加入し、費用は本協会が負担します。 

 ⑵ 筆記用具（筆記検査【筆記試験】は鉛筆、消しゴム、ボールペンを用意）、マイナンバーカード

（けがなどの不測の事態に備えご持参ください）、日用品等は各自持参してください。 

 ⑶ 服装は自由です。 

 ⑷ 受付に受講受験証を提出してください。提出が無い場合、本講習会を受講・受験できないことが

あります。 

 ⑸ 技術検査【実技試験】・筆記検査【筆記試験】両試験の合格を以て資格認定となります。 

 ⑹ 受講・受験中の言動に関し、主催者及び会場施設等から問題指摘があり、改善が見られない場合

や、本講習会運営の妨害、他人に迷惑を及ぼす等の秩序を乱すと主催者が判断した場合は、受講

を中止いただくことがあります。 

 ⑺ 受講・受験の申し込みにあたりご提供いただく個人情報は、本講習会の運営・管理及び諸連絡に

使用します。個人情報の取扱いは厳重に管理し、本協会の事業目的以外には使用せず、ご本人の

同意無しに第三者に開示・提供することはありません。 

 ⑻ 天災地変や伝染病の流行、講習会場・輸送等の機関のサービスの停止、官公庁の指示等の本協会

mailto:mail@jp-sfa.or.jp
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が管理できない事由により、講習・試験内容の一部変更及び中止のために生じた受講・受験者の

損害については、本協会ではその責任を負いかねます。 

 ⑼ 本講習会中に撮影した写真等については、本協会ホームページや本協会月刊誌『SF 月刊体育施

設』において利用することがあります。 

 ⑽ 宿泊が必要な場合は、各自で対応してください。 

⑾ 食事はご持参いただくか、会場施設内の食堂をご利用ください。 

⑿ 資格認定登録料は２０，０００円です。スポーツ救急員登録規定により、資格の有効期限は４年

間です。  

  ⒀ 本資格を取得された際には、ご自身で講習会を開催し「認定プロバイダー」を養成することが可

能となります。詳細につきましては、本協会ホームページ「概要・資格の種類」（https://www9.jp-

sfa.jp/outline/）をご確認ください。     
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別表⑴ 

講 習 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科   目 
時間 

(分) 
講   師 

１ 救急蘇生の定義と法的責任 

救命の連鎖 

一次救命処置の必要性 

 

30 国士舘大学大学院 救急システム研究科 

研究科長 田中 秀治 

２ メディカルファーストエイド 105 同上 

３ 熱中症 30 早稲田大学 スポーツ科学部  

講師 白木 俊郎 

４ 心肺蘇生法 30 国士舘大学 体育学部  

非常勤講師 篠原 昇一 

５ 心肺蘇生及び AED の装着手順【演習】 90 国士舘大学 体育学部  

非常勤講師 篠原 昇一 

６ 技術検査【実技試験】 45 国士舘大学 体育学部  

非常勤講師 篠原 昇一 

７ 筆記検査【筆記試験】 30         

 

 
合計 6 時間 



 

- 5 - 
 

-
 
5
 - 

別表⑵ 

時程及びカリキュラム 

時程 
時間数 

(分) 
科目名 講師 

9:30～9:50 20 受 付  

9:50～10:00 10 開講式・事務連絡  

10:00～12:15 

30 

救急蘇生の定義と法的責任 

田中 秀治 

他講師 

救命の連鎖 

一次救命処置の必要性 

105 メディカルファーストエイド 

12:15～13:20 65 昼休み  

13:20～13:50 30 熱中症 白木 俊郎 

13:50～14:00 10 休 憩  

14:00～14:30 30 心肺蘇生法 篠原 昇一 

14:30～14:40 10 休憩  

14:40～16:10 
45 心肺蘇生の手順【演習】 

篠原 昇一 

白木 俊郎 

他講師 

45 AED の装着手順【演習】 

16:10～16:20 10 休憩 

16:20～17:05 45 技術検査【実技試験】 

17:05～17:10 5 休憩  

17:10～17:20 10 事務連絡  

17:20～17:50 30 筆記検査【筆記試験】  

 

 


